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監視指導・麻薬対策課  

 

 

 新たに６物質を麻薬等に指定し、規制の強化を図ります 

（注意喚起） 
 

本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬、麻薬向精神薬原料等を指定する

政令」の一部を改正し、新たに５物質（※１）を麻薬として、１物質（※２）を向精神

薬として指定しました（政令の施行は本年 10月３日）。今回の麻薬指定により、

麻薬の総数は 245物質（法律で指定：77物質（大麻を含む）、政令で指定：168物

質）になります。 

 

新たに麻薬に指定される物質は、現在、厚生労働省が指定薬物（※３）に指定して

おり、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されて

います。同物質は、麻薬と同種の乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用

をもつことが確認されましたので麻薬に指定し、罰則を強化（※４）することにより

規制の強化を図ります。 

なお、麻薬に指定される物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなく

なります。 

 

厚生労働省としては、今後、麻薬等に指定された物質が乱用されることのないよ

う、関係機関に通知を発出し、注意喚起を行っていきます。 

 

※１ 物質① 化学名：１－（エチルアミノ）エチル－２－（４－イソプロポキシベンジ

ル）－５－ニトロベンズイミダゾール 

       通称名：N-Desethyl-isotonitazene 

   物質② 化学名：２－（４－エトキシベンジル）－５－ニトロ－１－［２－（ピペリジ

ン－１－イル）エチル］ベンズイミダゾール 

       通称名：Etonitazepipne、N-Piperidinyl etonitazene 

   物質③ 化学名：５－ニトロ－２－（４－プロポキシベンジル）－１－［２－（ピロリ

ジン－１－イル）エチル］ベンズイミダゾール 

       通称名：N-Pyrrolidino protonitazene、Protonitazepyne 

 物質④ 化学名：６ａ，７，８，９，１０，１０ａ－ヘキサヒドロ－６，６，９－トリ

メチル－３－ペンチル－６Ｈ－ジベンゾ［ｂ，ｄ］ピラン－１－オー

ル 



       通称名：Hexahydrocannabinol、HHC 

 物質⑤ 化学名：２－（４－メトキシベンジル）－５－ニトロ－１－［２－（ピロリジ

ン－１－イル）エチル］ベンズイミダゾール 

       通称名：N-Pyrrolidino metonitazene、Metonitazepyne 

 

※２ 物質① 化学名：Ｎ－（プロパン－２－イル）カルバミン酸２－［（カルバモイルオ

キシ）メチル］－２－メチルペンチル 

       通称名：Carisoprodol、カリソプロドール 

    

※３ 厚生労働大臣は、中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用さ

れた場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物を「指定薬物」として指定してい

ます（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第２条第 15

項）。指定薬物は、製造、輸入、所持、使用等が禁止されています。 

 

※４ 指定薬物に関する罰則：最高で５年以下の拘禁刑及び 500万円以下の罰金 

   麻薬に関する罰則：最高で無期若しくは３年以上の拘禁刑及び 1000万円以下の罰金 

 

１．施行日等 

公布日：令和７年９月３日 

施行日：令和７年 10月３日 

 

２．国民の皆様への注意喚起 

   上記麻薬に指定された物質は、これまで指定薬物として指定されておりました

が、この度新たに麻薬に指定することで、規制の強化を図ったものです。 

危険ドラッグには上記麻薬成分や指定薬物成分を含有するものがあり、使用す

ると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがあります。 

   麻薬や指定薬物は法によって厳しく規制されていますので、決して使用しない

でください。 

 

以 上 


